
１．件名：日本原子力発電株式会社東海発電所及び敦賀発電所１号炉の廃止措置に係る

面談 

２．日時：令和２年４月８日（水） １３時３０分～１４時３０分 

３．場所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室（一部 TV 会議システムを利用） 

４．出席者（※・・TV会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

原子力規制部審査グループ 

実用炉審査部門 藤森安全管理調査官※、塚部管理官補佐、御器谷管理官補佐

※、池田廃止措置専門官 

 

日本原子力発電株式会社：廃止措置プロジェクト推進室部長 他６名※ 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電株式会社より、今後の東海発電所に係る保安規定変更認可申請

及び敦賀発電所１号炉における廃止措置計画変更認可申請の概要について説

明があった。 

（２）これに対して原子力規制庁は、東海発電所の保安規定について、新検査制度に

伴う保安規定の改正に係る経過措置との関係で、新検査制度に伴う保安規定の

改正を認可する前に、それ以外の変更案件を認可可能かどうかは、当方でも確

認し、確認結果は伝えることとするが、変更内容と認可希望時期などを踏まえ、

改めて申請時期及び申請内容を検討するよう日本原子力発電株式会社に伝え

た。 

（３）日本原子力発電株式会社より、（２）について、了解した旨の回答があった。 

  

６．その他 

提出資料：・東海発電所サービス建屋の減築について 

・敦賀発電所１号炉使用済燃料冷却系統機能停止に係る廃止措置計画変

更認可申請書概要 

        

 

以上 


